
個人の確定申告 

申告手続きに留意！ 

 確定申告の時期に入りました。多くの方

は、ほぼ準備が完了し申告書の作成かと思

います。 

 ところで、申告書作成の際には、収入に

ついて、それが非課税か課税か、または何

所得になるのか、さらには、ある支出が必

要経費になるかどうか等、いろいろと悩ん

でしまうこともあるかと思います。 

 一方で、申告手続き、具体的には、申告

書を 3月 15日までに提出（期限内申告）し

ないと適用できない規定や青色申告書でな

いと適用できない規定もあります。 

 そこで、確定申告に伴う主な手続きの内

容を確認してみたいと思います。 

●純損失の繰越控除 

 平成 22年分までは、損失発生年は期限内

申告が要件でしたが、平成 23年度以後は廃

止されていますので、期限後申告でも適用

があります。しかし、損失発生年の申告書

は、一定の損失を除き青色申告書であるこ

とが要件です。 

 また、控除適用年ですが、損失発生後の

各年において連続して確定申告書を提出し

なければなりせんが、その申告は期限後申

告でもよく、申告書の青・白は問いません。 

 例えば、青色申告者が法人成りをしたが、

その年が赤字で純損失が発生、期限内に申

告書を提出、そして、その翌年以後は給与

所得（白色申告者）となった場合であって

も、純損失の繰越控除は適用できます。 

●純損失の繰戻し還付請求 

 前述の純損失の繰越控除は、発生年の損

失を翌年以後の所得から控除して貰える制

度ですが、この純損失の繰戻し還付請求は、

発生年度の損失を前年の所得と相殺し、前

年に支払った税金を取り戻す制度です。 

 この繰戻し還付請求は、前年分について

青色申告書を提出していること、そして、

本年分の青色申告書を期限内に提出し、か

つ、同時に純損失の繰戻し還付請求書を提

出することが要件です。なお、復興特別所

得税に係る部分は還付されません。 

●青色申告特別控除 

 事業所得者（家内労働者等の事業所得特

例計算の適用者も含む）や不動産賃貸を事

業的規模で営んでいる事業者には、青色申

告特別控除 65万円の適用があります。しか

し、この控除を受けるためには、貸借対照

表等の作成等一定の要件がありますが、何

と言っても、申告書が期限内に提出されて

いないとこの控除の適用は受けられません。 
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